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地域水田農業活性化緊急対策交付金交付要綱（案）

制 定 平成●年●月●日付け●総食第●●号
農林水産事務次官通知

第１ 通則
地域水田農業活性化緊急対策による交付金（以下「交付金」という。）の交付につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９
号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）及び農林畜
水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号。以下「規則」という。）
に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第２ 交付の対象及び補助率
１ 国は、第３の１の(1)の長期生産調整実施契約又は同(2)の非主食用米低コスト生
産技術確立試験契約に基づき主食用米以外の農作物への作付転換を行う農業者に対
し、地域水田農業推進協議会（米政策改革基本要綱（平成15年７月４日付け15総合
第1604号農林水産事務次官依命通知）第Ⅰ部第５の３の地域水田農業推進協議会（以
下「地域協議会」という。）をいう。）が緊急一時金を交付するのに必要な経費を、
都道府県水田農業推進協議会（米政策改革基本要綱第Ⅰ部第５の４の都道府県水田
農業推進協議会（以下「都道府県協議会」という。）をいう。）が支払うために必
要な資金を積み立てるのに要する経費について、交付金を交付する。

２ 交付金の交付の対象とする経費は、別表に定めるところによる。

第３ 申請手続
都道府県協議会長は、適正化法第５条、適正化法施行令第３条及び規則第２条の規

定に基づき交付金の交付を受けようとするときは、平成20年３月○日までに、別記様
式第１号による交付申請書正副２部を当該都道府県協議会が主たる事務所を置く都道
府県を管轄する地方農政局長（北海道に主たる事務所を置く都道府県協議会にあって
は北海道農政事務所長、沖縄県に主たる事務所を置く都道府県協議会にあっては内閣
府沖縄総合事務局長をいう。以下「地方農政局長等」という。）に提出するものとす
る。

第４ 交付決定
地方農政局長等は、第３の規定に基づく交付申請書の提出があった場合には、その

内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い、
交付金を交付するものとする。
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第５ 交付金の実績報告書の提出

交付金の交付を受けた都道府県協議会長は、別記様式２号による実績報告書正副２
部を平成20年４月10日までに地方農政局長等に提出しなければならない。

第６ 帳簿類の保管
規則第３条第４号に規定する帳簿類は、事業終了年度の翌年度から起算して７年間

整備保管しておかなければならない。
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事 業 経 費 の 内 容 補助率 重要な変更

経費の配分 事業の内
の変更 容の変更

１ 長期生 地域水田農業活性化緊急対策実 定額
産調整実 施要綱第３の１の(1)の長期生産調
施契約事 整実施契約に係る緊急一時金の交
業 付に要する経費

２ 非主食 地域水田農業活性化緊急対策実 定額
用米低コ 施要綱第３の１の(2)の非主食用米
スト生産 低コスト生産技術確立試験契約に
技術確立 係る緊急一時金の交付に要する経
試験契約 費
事業
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別記様式第１号

平成19年度地域水田農業活性化緊急対策

長期生産調整実施契約事業
交付申請書

非主食用米低コスト生産技術確立試験契約事業

番 号
年 月 日

○○農政局長 殿

北海道に主たる事務所を置く都道府県水田農業推進協議会に
あっては北海道農政事務所長、沖縄県に主たる事務所を置く
都道府県水田農業推進協議会にあっては沖縄総合事務局長

所在地
団体名 ○○都道府県水田農業推進協議会
代表者  

平成19年度において、下記のとおり事業を実施したいので、地域水田農業活性化緊急
対策交付金交付要綱（平成20年２月○日付け19総食第○○号農林水産事務次官依命通知）
第３の規定により、長期生産調整実施契約事業交付金○○万円、非主食用米低コスト生
産技術確立試験契約事業交付金○○万円の合計○○万円の交付を申請する。
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記
総括表

対象面積(ａ) 交付金(万円）

地域水田農業活性化緊急対策交付金(③＋④）

長期生産調整実施契約事業交付金
（③＝①＋②）

平成19年度生産調整実施者分 ①

平成19年度生産調整非実施者分 ②

非主食用米低コスト生産技術確立
試験契約事業交付金 ④
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長期生産調整実施契約事業交付金

協議会名 対象面積（ａ） 交付金(万円)

○○協議会 全体 ○○○
平成19年度生産調整実施者分 ××
平成19年度生産調整未実施者分 △

△△協議会 全体
平成19年度生産調整実施者分
平成19年度生産調整未実施者分

××協議会 全体
平成19年度生産調整実施者分
平成19年度生産調整未実施者分

合計 全体
平成19年度生産調整実施者分
平成19年度生産調整未実施者分



- 4 -

非主食用米低コスト生産技術確立試験契約事業交付金

協議会名 対象面積（ａ） 取組内容 交付金(万円)

○○協議会 ○○○

△△協議会

××協議会

合計
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別記様式第２号

地域水田農業活性化緊急対策実績報告書

長期生産調整実施契約事業
実績報告書

非主食用米低コスト生産技術確立試験契約事業

番 号
年 月 日

○○農政局長 殿

北海道に主たる事務所を置く都道府県水田農業推進協議会に
あっては北海道農政事務所長、沖縄県に主たる事務所を置く
都道府県水田農業推進協議会にあっては沖縄総合事務局長

所在地
団体名 ○○都道府県水田農業推進協議会
代表者  

平成19年度において、下記のとおり事業を実施したので、地域水田農業活性化緊急対
策交付金交付要綱（平成20年２月○日付け19総食第○○号農林水産事務次官依命通知）
第５の規定により、実績報告書を提出します。

（注）下記については、別記様式第１号の下記の部分の写しを添付する。


